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「
国
民
民
主
党
」
は
、
「
立
憲

主
義
と
国
民
主
権
・
基
本
的

人
権
・
平
和
主
義
を
断
固
と

し
て
守
り
、
国
民
と
共
に
未

来
志
向
の
憲
法
を
構
想
し
ま

す
」
「
専
守
防
衛
を
堅
持
し
、

現
実
的
な
安
全
保
障
を
築
き

ま
す
二
開
か
れ
た
国
益
と
広

範
な
人
間
の
安
全
保
障
、
恒

久
平
和
と
核
兵
器
廃
絶
を
目

指
し
ま
す
」
（
綱
領
）
と
比
較

的
穏
健
な
内
容
を
宣
言
し
て

い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
「
憲
法
改
正
に

向
け
た
論
点
整
理
」
で
は
、

①
緊
急
事
態
条
項
の
創
設
②

憲
法
９
条
に
つ
い
て
は
、
自

衛
隊
・
自
衛
権
を
憲
法
に
書

き
入
れ
る
Ｉ
と
Ｎ
強
力
に
憲

法
改
正
を
進
め
、
軍
事
大
国

化
を
目
指
す
も
の
に
変
貌
し

ま
し
た
。

緊
急
事
態
条
項
の
必
要
性

に
つ
い
て
は
、
（
Ａ
）
他
国
か

ら
攻
撃
さ
れ
た
場
合
（
Ｂ
）
内

乱
が
発
生
し
た
場
合
（
Ｃ
）
大

災
害
が
発
生
し
た
場
合
（
Ｄ
）

感
染
症
が
拡
大
し
た
場
合
、

緊
急
時
に
行
政
府
が
機
能
で

き
る
必
要
が
あ
る
と
い
い
ま
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し
か
し
、
ま
ず
（
Ｃ
）
大
災

害
や
（
Ｄ
）
感
染
症
の
蔓
延
で

す
が
、
災
害
に
関
し
て
は
災

害
対
策
基
本
法
を
基
本
と
し

て
、
火
山
の
噴
火
、
地
震
、

津
波
、
原
子
力
災
害
な
ど
発

生
原
因
ご
と
に
法
律
や
特
別

措
置
法
が
制
定
さ
れ
て
い
ま

す
し
、
災
害
救
助
法
も
あ
り

ま
す
。
従
っ
て
、
法
律
の
充

実
で
対
応
で
き
ま
す
。

ま
た
、
（
Ａ
）
他
国
か
ら
の

攻
撃
の
場
合
や
（
Ｂ
）
テ
ロ
・

内
乱
の
場
合
に
、
緊
急
事
態

条
項
に
よ
り
憲
法
を
停
止
す

る
必
要
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

し
か
し
、
前
触
れ
な
く
他
国

が
攻
撃
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
ず
紛
争
に
際
し
て

は
外
交
で
相
手
国
と
の
交
渉

の
努
力
が
先
で
す
。
例
え
ば
、

い
か
な
る
国
も
境
界
争
い
は

避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
争

い
が
す
べ
て
武
力
衝
突
と
な

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ

く
交
渉
し
、
現
状
維
持
か
問

題
の
最
小
化
で
対
応
で
き
ま

す
。
ま
し
て
尖
閣
諸
島
を
武

力
で
奪
取
す
る
な
ど
の
軍
事

一
~

行
動
は
考
え
ら
れ
ま
ど

せ
ん
。
得
ら
れ
る
利
を

益
よ
り
外
交
上
の
損
す

失
が
余
り
に
大
き
い
強

か
ら
で
す
。
ま
た
、
内
除

乱
を
怖
れ
る
よ
り
、
す

国
民
の
意
見
を
よ
く
・

聞
く
民
主
主
義
の
発
原

展
に
力
を
尽
く
す
べ

き
で
す
。
テ
ロ
は
篝
論

察

問

題

で

す

。
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同

党

は

、

自

衛
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・
自
衛
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を
憲
法
に

程
心
理
Ⅱ
Ⅲ
跨
膣
活
悪
陥
旧
鱈
悪
汚
里
Ⅲ
旧
悪
甥
彊
謁
Ⅲ
圃
躍
盟
晧
諾
何
Ⅲ

ｂ
Ｏ
ｐ
血
ｌ
０
Ｂ
Ｂ
■
■
』
■
■
■
１
８
■
■
■
■
、
■
戸
宇
』
Ｆ
■
Ｕ
「蟻；

伽
Ⅱ
華
望
莞
棚
Ⅲ
宰
睾
壼
冊
肥
筆
一
龍
一
Ｍ
Ｍ
雷
詔
藍
Ⅱ
Ⅱ
塞
蚤
壺
刷
Ⅲ
高
山

一

一

書
き
入
れ
て
、
そ
の
行
動
の
峠

抑
制
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
》

要
と
い
い
ま
す
が
、
危
険
な
》

内
実
を
も
っ
て
い
ま
す
。
実
恥

は
、
同
党
は
軍
事
費
を
増
や
雑

し
、
自
国
を
守
る
軍
事
力
の
》

増
強
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
卦置

て
い
る
の
で
、
自
衛
隊
の
書
州専

一

き
入
れ
は
９
条
無
効
化
を
目
搾

指
す
も
の
で
す
。
同
党
代
表
》

は
、
イ
ザ
と
い
う
と
き
に
米
一

国
は
日
本
を
守
ら
な
い
、
自
僻垂

口

分
の
国
は
自
分
で
守
ら
な
け
悟

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
い
ま
す
。
》

さ
ら
に
憲
法
９
条
は
日
本
を
《

守
ら
な
い
、
武
器
を
持
っ
て
峠一
口

い
な
い
と
却
っ
て
攻
め
込
ま
搾

れ
る
と
ま
で
い
い
ま
す
。
》

し

か

し

、

抑

止

と

い

う

武

部壷
一

力
均
衡
は
簡
単
に
破
綻
し
ま
岬一

》

す
。
抑
止
を
高
め
る
Ⅱ
武
器
帳

の
増
強
が
武
力
行
使
の
誘
惑
》

を
招
く
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
卦一

』

の
銃
乱
射
事
件
が
証
明
し
て
州一

一

い
ま
す
。
銃
乱
射
事
件
は
、
一
に拙

岬

銃
の
保
持
が
許
さ
れ
て
い
る
》

か
ら
で
す
。
国
同
士
も
、
話
認差

し
合
い
を
絶
つ
と
、
相
手
よ
僻冨

り
強
い
武
力
を
持
と
う
と
し
》

て
互
い
に
軍
事
力
の
増
強
を
一

図
り
ま
す
し
、
そ
う
な
る
と
部一

一

外
交
的
に
解
決
で
き
る
こ
と
州雷

も
武
力
で
の
解
決
に
依
存
し
悟

よ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
》

ど
の
国
よ
り
も
強
大
な
武
力
諦幸

』

を
持
つ
こ
と
な
ど
不
可
能
で
雑

す
。
そ
れ
よ
り
、
外
交
力
を
径、

Ⅷ

強
化
し
、
米
中
緊
張
を
取
り
一ｍ

叩

除
く
努
力
の
ほ
う
が
大
切
で
諦勾

幸

す
。
在
日
米
軍
墓
地
の
強
化
秘

・
拡
大
が
ア
ジ
ア
の
緊
張
の
鐸

原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
《

国
民
民
主
党
の
憲
法
改
正
部

論
議
は
、
平
和
国
家
日
本
の
椎

向
か
う
方
向
と
は
相
容
れ
な
》

い

も

の

で

す

。
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